
広報  

 今回の災害で亡くなられた皆様のご冥福をお祈りいた
しますとともに、被災された皆様に、心よりお見舞い申
し上げます。 

災害臨時号  

2 0 1 3 年  
( 平 成 2 5 年 )  

12月13日発行 

第5号 

＝大島町被災支援事業＝ 
 
 町では、台風26号災害の被災者支援事業として、下記の事業を実施します。 
 事業開始のお知らせが遅れましたことをお詫びします。被災者支援を最優先に考えた事務処理 
に努めてまいります。このため、平成25年10月16日（水）から適用される事業もありますので、 
各担当課にお問い合わせ願います。 

記 
1.ご遺族対応費 
 ①島外に住んでいるご遺族（原則の対象は配偶者・親・子、場合によっては兄弟・姉妹等が対 
  象）が来島するために必要な費用（交通費・宿泊料）を補助します。 
 ②対象期間は、平成25年10月16日（水）から平成26年3月31日（月）までを予定しています。 
 ③今までかかった費用についても対象とします。（回数や人数に制限があります。） 
【問い合わせ】  
 福祉けんこう課     ☎０４９９２（２）１４71 
 
2.災害により入院されている（された）方への支援 
 ① 一部負担金（個人が支払う医療費）の免除または補助します。（対象期間は、平成25年10月 
  16日（水）から平成26年1月15日（水）の予定です。） 
 ② 退院後、通院が必要な場合は、交通費及び宿泊料を補助します。（対象期間は平成26年３月 
  31日（月）までを予定しています。） 
 ③上記②に付添が必要な場合も交通費及び宿泊料を補助します。（対象期間は、平成26年3月 
  31日（月）までを予定しています。） 
【問い合わせ】 
 住民課（一部負担金）  ☎０４９９２（２）１４６２   
 福祉けんこう課     ☎０４９９２（２）１４７１ 
 
3.災害により入院されている（された）家族の方（配偶者・親・子等）への支援 
 ① 常時、入院患者の方の面会などが必要な場合、交通費及び宿泊料を補助します。 
 （対象期間は、平成25年10月16日（水）から平成25年12月15日（日）を予定しています。） 

（裏面に続きます） 

被災状況（11月 8日 15：30 現在） 

死  者 

行方丌明 

        ３５人 

4人 

＝ 応急仮設住宅いよいよ着工＝ 
 １月中の竣工を目指し、現在工事等を行っています。 
近隣の住民の方々には大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。 

＝ 『大島町災害復興本部』を設置しました＝ 
 町の復興及び住民生活の再建と安定に関する事業を
迅速かつ計画的に遂行するため、大島町災害復興本部
を設置しました。 



  ＝ 大島町被災者支援事業 (つづき）＝ 
 
 ② 災害により入院されている方に大島から見舞い等に行く場合、交通費及び宿泊料を補助しま 
 す。ただし、回数や人数に制限があります。（対象期間は、平成25年10月16日（水）から平 
 成26年1月15日（水）までを予定しています。） 
【問い合わせ】  
 福祉けんこう課     ☎０４９９２（２）１４71 
 
4.住家被災者への支援 
  自宅に住むことが出来なくなった方で応急仮設住宅に入居できるまでの期間については、次 
 のとおり支援します。（原則の対象者は、応急仮設住宅入居予定者です。） 
 ① 町が家賃（上限額あります。）を負担します。 
 ② 電化製品等、生活に必要な物品については、町が購入し、貸不します。 
 ③この支援は平成25年10月16日（水）から適用しますので、個人でアパートなどを借り、家 
 賃を支払っている方は、担当課にお問い合わせ願います。 
【問い合わせ】  
  総務課     ☎０４９９２（２）１４４３ 
 
5.その他の支援 
 (1) 医療センターに入院していた方への支援 
  医療センター入院中にヘリ搬送により、都内の病院に入院した方の家族（配偶者・親・子等） 
 が大島から見舞いに行った場合等、交通費及び宿泊料を補助します。 
  対象期間は、平成25年10月20日（日）から平成25年11月8日（金）までです。  
 (2) 人工透析患者の方及び付添が必要な場合の付添者への支援 
  医療センターで治療が受けられなかった期間において、島外病院で透析した方に交通費及び 
 宿泊料等を補助します。 
  対象期間は、平成25年10月20日（日）から平成25年11月8日（金）までです。 
【問い合わせ】 
 福祉けんこう課 ☎０４９９２（２）１４７１  

  ＝ 応急仮設住宅への入居申請受け付けのお知らせ ＝ 
 
 応急仮設住宅への入居申請の受付を下記のとおり行います。 
  
  ※これまで特別相談窓口でご相談いただいた方、大島町役場から電話で意向確認をさせていただ 
 いた方も、下記の期間に必ず入居申請をお願いします。 

記 
○対象世帯  平成25年台風第26号に伴う災害により、居住していた住家が全壊・滅失し、居住 
       する家がなく、自己の資力では住家を確保することが困難な世帯 
       （大島町発行の、「り災証明書」で、原則として全壊の被害状況の方） 
       ※大規模半壊等の場合は、居住していた住家への居住困難性等を踏まえて、 
       入居の可否を決定します。 
○申請受付  平成25年12月16日（月）から平成25年12月20日（金）まで  
       （※この受付期間に申請できない方は、ご連絡ください。） 
       午前8時30分から午後5時まで 
       大島町役場地域整備課窓口にて 
○入居申請に必要なもの 
 ①応急仮設住宅 入居申請書（当日、窓口でご記入いただきます） 
 ②り災証明書 
 ※入居の可否、入居時期などについては、決まり次第、大島町役場からお知らせします。 
【問い合わせ】  
 地域整備課  ☎０４９９２（２）１４８７ 
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